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平

㔟

隆

郎

著 

『

「

八

紘

」

と

は

何

か

』 

（

東

京

大

學

東

洋

文

化
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究

所

報
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本

書

は

、

中

国

の

漢

代

か

ら

明

代

に

一

貫

し

て

「

八

紘

」

と

称

さ

れ

た

郡

県

統

治

域

に

つ

い

て

、

戦

国

時

代

か

ら

漢

代

を

主

対

象

と

し

て

、

さ

ら

に

漢

以

降

に

お

け

る

「

天

下

」

に

関

す

る

諸

概

念

の

変

遷

を

、

史

料

に

実

際

に

書

か

れ

て

い

る

記

事

の

比

較

を

通

し

て

跡

づ

け

た

も

の

で

あ

る

。

序

説

「

「

封

建

」

論

・

「

八

紘

」

論

・

「

五

服

」

論

の

要

点

」

、

第

一

章

「

「

八

紘

」

論

と

「

五

服

」

論

」

、

第

二

章

「

「

八

紘

」

論

と

「

封

建

」

論

」

、

第

三

章

「

説

話

の

時

代

」

及

び

「

結

び

に

か

え

て

」

の

五

部

構

成

で

あ

り

、

第

一

章

以

下

は

、

著

者

が

二

〇

〇

五

年

か

ら

二

〇

一

一

年

に

か

け

て

国

内

外

で

発

表

し

た

論

文

十

七

編

を

基

礎

に

ま

と

め

な

お

し

、

さ

ら

に

修

正

・

増

補

を

加

え

た

上

で

収

録

し

、

「

序

説

」

と

「

結

び

に

か

え

て

」

は

今

回

新

た

に

書

き

下

ろ

し

た

。 

 

戦

国

時

代

に

は

、

新

石

器

時

代

以

来

の

文

化

地

域

に

所

謂

律

令

を

施

行

す

る

領

域

国

家

が

で

き

あ

が

り

、

戦

国

以

来

の

軍

事

的

成

功

を

継

承

し

た

秦

の

始

皇

帝

が

こ

れ

ら

を

統

一

・

拡

大

す

る

。

こ

の

律

令

施

行

域

全

体

を

「

天

下

」

と

称

し

、

漢

代

以

後

の

『

二

十

四

史

』

で

は

「

八

紘

」

と

も

言

う

。

著

者

は

ま

ず

、

中

国

古

代

の

「

天

下

」

に

関

す

る

諸

概

念

の

一

つ

で

あ

る

「

五

服

」

論

に

つ

い

て

、

そ

の

概

念

中

の

「

方

～

里

」

の

持

つ

意

味

が

、

『

論

語

』

『

孟

子

』

の

時

代

か

ら

『

史

記

』

『

漢

書

』

等

の

書

か

れ

た

漢

代

に

か

け

て

変

化

す

る

こ

と

や

、

後

漢

の

注

釈

、

唐

以

後

の

注

釈

で

さ

ら

に

変

化

す

る

こ

と

を

指

摘

す

る

。

次

に

、

戦

国

時

代

に

成

立

し

た

『

春

秋

』

三

伝

や

『

論

語

』
『

孟

子

』

等

の

具

体

的

な

記

事

に

よ

り

、

戦

国

各

国

で

生

ま

れ

た

「

夏

」

「

中

国

」

等

の

特

別

領

域

が

、

編

纂

国

そ

れ

ぞ

れ

独

自

に

設

定

さ

れ

、

大

領

域

た

る

「

天

下

」

の

中

の

中

領

域

と

さ

れ

た

こ

と

、
『

禮

記

』

で

は

新

し

い

設

定

が

な

さ

れ

た

こ

と

を

述

べ

、

ま

た

宮

崎

市

定

を

引

用

し

つ

つ

伝

と

注

釈

と

の

違

い

に

も

言

及

す

る

。

す

な

わ

ち

、

戦

国

時

代

に

お

け

る

中

領

域

の

「

中

国

」

及

び

「

五

服

」

等

と

大

領

域

の

天

下

の

関

係

は

、

漢

代

に

大

領

域

た

る

「

中

国

」

、

こ

れ

即

ち

「

天

下

」

＝

「

八

紘

」

＝

「

五

服

」

の

領

域

と

い

う

関

係

に

変

わ

る

。

さ

ら

に

遼

代

以

後

、

「

五

服

」

は

「

八

紘

」

の

外

に

広

く

設

定

さ

れ

る

に

至

る

こ

と

を

述

べ

る

。

本

書

で

は

、

著

者

自

ら

各

史

料

を

丁

寧

に

読

み

込

み

、

各

書

に

込

め

ら

れ

た

各

国

・

各

時

代

の

背

景

を

読

み

解

き

つ

つ

、

こ

れ

ら

の

「

天

下

」

に

関

す

る

諸

概

念

の

形

成

・

変

化

の

過

程

を

明

ら

か

に

す

る

。

そ

し

て

、

編

纂

者

の

記

述

中

に

見

え

隠

れ

す

る

、

よ

り

原

初

的

な

中

国

古

代

史

像

を

描

こ

う

と

す

る

。 

 

そ

も

そ

も

春

秋

時

代

の

複

数

の

大

国

は

、

自

己

の

覇

権

の

及

ぶ

領

域

内

の

小

国

を

束

ね

、

互

い

に

外

交

関

係

を

持

っ

て

い

た

。

戦

国

時

代

に

は

、

そ

れ

が

周

王

と

周

囲

の

覇

者

と

の

関

係

と

し

て

回

顧

さ

れ

、

漢

代

に

は

王

と

諸

侯

と

の

関

係

に

説

明

し

直

さ

れ

た

。

漢

代

に

「

中

国

」

が

「

天

下

」

に

等

し

く

な

っ

た

後

、

中

国

皇

帝

と

周

囲

の

国

家

と

の

外

交

関

係

は

、

冊

封

関

係

と

し

て

整

理

さ

れ

た

。

著

者

は

、

こ

の

こ

と

を

か

つ

て

西

嶋

定

生

の

述

べ

た

「

東

ア

ジ

ア

冊

封

体

制

」

の

成

立

と

位

置

付

け

る

。

本

書

中

で

は

、

松

丸

田

猟

論

に

つ

い

て

の

新

た

な

評

価

や

、

増

渕

龍

夫

に

よ

る

山

林

薮

沢

論

の

見

直

し

及

び

再

評

価

も

行

わ

れ

て

お

り

、

先

学

に

よ

る

研

究

成

果

を

踏

ま

え

つ

つ

、

著
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者

に

よ

る

古

代

史

観

が

表

現

さ

れ

た

大

作

で

あ

る

。 
 
 

（

鈴

木 

舞

） 
 

 


